
学生の皆様 

 

学生生活実態調査ワーキンググループ 

第 10回学生生活実態調査結果に基づく改善等について 

標記の件について、令和 3 年 10 月に実施されました第 10 回学生生活実態調査では

アンケートにご協力いただきありがとうございました。 

アンケート結果に基づき、改善が必要な事項について大学全体で検討した結果、下

記のとおり改善等を実施することとしましたので報告します。 

 

記 

1.電子ジャーナルについて 

 電子ジャーナルの充実について、特に大学院生から多くの要望がありました。 

図書館長、各研究部門と共に、新規購読契約について具体的な拡充案を作成しました。

しかし、この間に光熱水費が急騰し、安定的な教育研究活動の維持を優先した予算措置と

せざるを得ない状況のため、一時的に検討を中断しております。 

また、電子ジャーナルを網羅的に提供することは難しいため、購読契約を結んでいない

電子ジャーナルの利用について、PayPerView や ILL（他機関からの取り寄せ）などによ

る論文単位での入手方法を取りまとめた案内を作成しましたので、活用してください。 

 

 

 

 
2．Wi-Fi設備について 

 Wi-Fi設備拡充、使用可能区域拡大の要望がありました。 

令和 3 年度に両キャンパスのグランド、教室における設備増設を行いました。今後も計

画的に増設が進むよう、学内で検討を進めていきます。また、学内で Wi-Fi が利用できる

場所が一目でわかるような一覧表を総合情報メディアセンターのホームページで公開して
いますので、活用してください。

 

 

 
 

3．キャンパス内の自転車問題について 

 駐輪場の拡充要望、放置自転車や危険運転への不満が寄せられました。 

キャンパス内の交通安全対策や必要な整備を順次進めていきますが、指定された駐輪場

を利用する、学内に自転車を放置したままにしないなど、各キャンパスで定められている

ルールに従い、構内の安全維持に努めてください。 

 

4．ハラスメント対応について 

ハラスメント相談室の認知度が低い傾向が見られました。入学時のオリエンテーション

だけでなく、学生指導の折をみて利用案内の周知に努めていきます。 

また、教職員へのハラスメント防止研修を実施し、意識の啓発からハラスメント防止に

努めていきます。 

 

5．教員との対話（指導助言）について 

 教員との対話が減っている傾向が見られました。コロナ禍でオンライン授業が導入され

た影響が考えられます。 

オンライン授業においても対話的な要素（双方向性）を担保し、学生と教員との関係構

築を図るよう努めます。 

 

6．就職支援について 

 会社説明や就職相談の充実につい望がありました。 



同窓会等と協力して、学内で合同企業説明会を開催しています。学内で開催されている

説明会に参加しているのは、本学学生を積極的に採用したいと思っている企業ばかりです

から、ぜひ積極的に参加してください。また、進路・就職相談室の就職相談員の充実など

を進め、エントリーシートの添削や面接指導などの相談に幅広く応えるようにします。 

また、令和 3 年度から東京農工大学就職活動に関するハラスメント対策ガイドラインを

作成しました。就職活動においてハラスメントを受けたと感じた場合は、独りで悩まずに

相談窓口（就職担当教員又は各地区学生支援室等）を積極的に利用してください。 

 

7.学生相談について 

 精神健康の悩みが増加傾向にあり、また、さまざまな学生生活上の悩みを誰にも相談で

きずにいる方が一定数います。 

 学生の各種相談窓口が一覧できるWebサイトやリーフレットの作成、英文での案内など

学生生活で困ったときにすぐ相談できる環境を整えます。また、必要に応じて学内外の関

係機関とも連携しながら解決に向けての支援を行います。 

                                 

                                                                    

8. 経済的支援について 

 収入、支出ともに低く、支出に関しては調査開始以降過去最低の結果となりました。経

済的支援を必要とする学生ひとりひとりに情報が確実に伝達されるよう各種奨学金等の支

援策の周知に努めます。また、学内の補助的業務に学生を雇用することで、職業観及び勤

労観を涵養するとともに、一層の経済的支援を図るよう努めます。 

 

9.学寮、国際交流会館について 

学寮、国際交流会館の設備等の充実について、要望がありました。 

学寮は、在寮許可期間が 2 年から修業年限まで延長されました。国際交流会館は研究者

居室を留学生に開放し留学生が使用できる居室を増やし、また、単身室入居許可期間の上

限 1 年から延長申請できるようにしました。限られた財源から、より充実した設備整備を

進めていきます。 

 

10.課外活動について 

 活動時間や施設利用の制限撤廃について、要望がありました。 

新型コロナウィルス感染症の発生状況を注視しながら、段階的に制限緩和をおこなって

いきます。個別の事案については、各地区学生支援室へ相談してください。 

 

11. 生協食堂について 

 生協食堂の営業時間、座席数に対する不満が寄せられました。 

 府中地区では昼食時間に飲食可能な場所を開放していますので、活用してください。 

 

12.自動販売機の改善について 

 自動販売機の改善（ペットボトル飲料や蓋つき飲料の販売）について、要望がありまし

た。 

 本学ではプラスチックゴミ削減活動の一貫として、自動販売機でのペットボトル飲料の

販売を取りやめ、マイボトルに対応した給水スポットの設置を導入しました。取り組みの

趣旨をご理解いただき、ペットボトル削減のためにご協力をお願いします。蓋つき飲料に

ついては、今後自動販売機での取り扱いを増やしていきます。 


